
事
務

連
絡

平
成

2
4
年

9
月

1
4
日

、
¥  

殿

各
許

可
届

出
使

用
者

各
表

示
付

認
証

機
器

届
出

使
用

者

各
局

出
販

売
業

者

各
届

出
賃

貸
業

者

各
許

可
廃

棄
業

者

文
部

科
学

省
科

学
技

術
・

学
術

政
策

局
原

子
力

安
全

課

原
子

力
規

制
委

員
会

の
設

立
に

伴
う

当
面

の
対

応
に

つ
い

て
(

連
絡

)

本
年

6
月

2
7
日

に
公

布
さ

れ
た

原
子

力
規

制
委

員
会

設
置

法
(

平
成

2
4
年

法
律

第
4

7
号
)
に
基
づ

き、
9
月

1
9
日

に
環

境
省

の
外

局
と

し
て

原
子

力
規

制
委

員
会

(
事

務
局

.
原

子
力

規
制

庁
)

が
設

置
さ

れ
る

こ
と

と
な

り
、

こ
れ

に
伴

い
、

現
在

、
文

部
科

学
省

科
学

技
術

・
学

術
政

策
局

原
子

力
安

全
課

が
所

管

す
る
業
務
の
一
部
は
、
同
日
以
降
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

同
課
に
お
け
る
課
室
の
名
称
が
変
更
さ
れ
ま
す
。

つ
い
て
は
、
下
記
の
諸
点
、
に
ご
留
意
い
た
だ
き
た
く
、
ご
連
絡
し
ま
す
。

1.
文

部
科

学
省

に
お

け
る

業
務

の
移

管
等

に
つ

い
て

(
別

紙
1
参
照
)

(
1
)
業
務
の
移
管

文
部
科
学
省
科
学
技
術
・
学
術
政
策
局
原
子
力
安
全
課
の
各
室
が
所
管
す
る
次
に
掲
げ
る
業
務
は
、

本
年

9
月

1
9
日
よ
り
原
子
力
規
制
委
員
会
が
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

①
原

子
力

規
制

室
(

平
成

2
4
年

9
月

1
8
日
を
も
っ
て
廃
止
)

試
験

研
究

の
用

に
供

す
る

原
子

炉
及

び
研

究
開

発
段

階
に

あ
る

原
子

炉
(

発
電

の
用

に
供

す
る

も

の
を

除
く

)
に

閉
す

る
規

制
並

び
に

核
原

料
物

質
及

び
核

燃
料

物
質

の
使

用
に

関
す

る
規

制
そ

の
他

こ
れ

ら
に

関
す

る
安

全
の

確
保

に
関

す
る

事
務

※
水

戸
原

子
力

事
務

所
が

所
掌

す
る

上
記

の
業

務
に

つ
い

て
も

、
原

子
力

規
制

委
員

会
が

実
施

す
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

②
防

災
環

境
対

策
室

原
子

力
災

害
対

策
特

別
措

置
法

(
平

成
1
1
年

法
律

第
1
5
6
号

)
の

施
行

に
関

す
る

事
務

、
緊

急
時

迅
速

放
射

能
影

響
予

測
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
シ

ス
テ

ム
(
S
P
E
E
D
I
)

に
関
す
る
事
務

※
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
の

施
行

に
関

す
る

事
務

は
、

一
部

、
内

閣
府

も
実

施
す

る
こ

と
と

な
り
ま
す
。

③
放

射
線

規
制

室

放
射

線
審

議
会

に
係

る
事

務
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【
問
い
合
わ
せ
先
1

-
平
成

2
4
年

9
月

1
8
日
ま
で

文
部

科
学

省
科

学
技

術
・

学
術

政
策

局
原

子
力

安
全

課

電
話
(
代
)

0
3
-
5
2
5
3
-
4
1
1
1
 (

内
線

3
9
0
7
、

3
9
0
4
)

電
話
(
直
)

0
3
-
6
7
3
4
-
4
0
2
6
 

置
平
成

2
4
年

9
月

1
9
日
か
ら

<
試

験
研

究
用

原
子

炉
等

に
関

す
る

規
制

並
び

に
核

原
料

物
質

及
び

核
燃

料
物

質
の

使
用

の
規

制
等

に

関
す

る
こ

と
>

原
子

力
規

制
委

員
会

原
子

力
規

制
庁

安
全

規
制

管
理

官
(

試
験

研
究

炉
等

担
当

)

電
話
(
代
)

0
3
-
3
5
8
1
-
3
3
5
2
 

電
話
(
直
)

0
3
-
5
1
1
4
-
2
1
1
5
 

<
核

燃
料

物
質

の
輸

送
、

廃
止

措
置

、
ク

リ
ア

ラ
ン

ス
に

係
る

事
務
lこ

関
す

る
こ

と
>

原
子

力
規

制
委

員
会

原
子

力
規

制
庁

安
全

規
制

管
理

官
(

廃
棄

物
等

担
当

)

電
話
(
代
)

0
3
-
3
5
8
1
-
3
3
5
2
 

電
話
(
直
)

0
3
-
5
1
1
4
-
2
1
1
7
 

<
試

験
研

究
用

原
子

炉
等

の
耐

震
安

全
性

審
査

等
に

係
る

事
務

に
関

す
る

こ
と

>

原
子

力
規

制
委

員
会

原
子

力
規

制
庁

安
全

規
制

管
理

官
(

地
震

等
担

当
)

電
話
(
代
)

0
3
-
3
5
8
1
-
3
3
5
2
 

電
話
(
直
)

0
3
-
5
1
1
4
-
2
1
1
9
 

く
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
の

施
行

に
係

る
事

務
、

核
物

質
防

護
に

係
る

事
務

に
関

す
る

こ
と

>

0
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
第

四
条

に
基

づ
く

主
務

大
臣

へ
の

通
報

・
平
日
(
9
:
3
0
~
1
8
:
1
5
)

原
子

力
規

制
委

員
会

原
子

力
規

制
庁

原
子

力
防

災
課

電
話
(
直
)

0
3
-
5
1
1
4
-
2
1
2
1
 

F
A

X
 

0
3
-
5
1
1
4
-
2
1
8
3
 

o
 3
 -
3

 5
 9

 7
.
-
6
 0
 6
 6
 (

原
子
力
事
業
者
受
信
専
用
①
)

0
3
-
5
1
1
4
-
2
1
9
7
 (

原
子
力
事
業
者
受
信
専
用
②
)

0
4
5
-
5
1
4
-
2
6
1
5
 (

原
子
力
事
業
者
受
信
専
用
③
)

-
勤
務
時
間
外
(
平
日
1
8
:
1
5
~
翌
日

9
:
 3
0
、
土
日
祝
日
9
:
3
0
~
翌
日

9
:
 3
0
)
 

原
子

力
規

制
委

員
会

原
子

力
規

制
庁

原
子

力
防

災
課

担
当

者

電
話
(
直
)

0
8
0
-
5
8
8
5

ー
7
4
5
0

(
そ
の
後
、
以
下
の
通
報
担
当
者
宛
)

第
一

通
報

者
事

故
室

宿
直

携
帯

0
8

0
ー

5
8
8
5
-
7
4
5
0








